
 

黄枠・・・  歩行者利便増進道路 ※R4.1. 指定済 

◎赤ライン・・・利便増進誘導区域（通称「特例区域」） 

 特例区域における道路の占用にあたっては、①視覚障

害者誘導用ブロックとの離隔を０．６ｍ以上確保し、

また②歩道の有効幅員を２．０ｍ以上確保することを

条件とする。 

 


